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H15年　 H20年 H25年

660

1,300
1,530戸

390
850 740

空き家の活用意向（松浦市）

活用予定なし

活用予定あり

H15年　 H20年 H25年

13.41

19.01
21.02％

12.20 13.10 13.50

空き家率の推移（松浦市）

松浦市
全国
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④
代
執
行

①
〜
③
の
措
置
を
講
じ
て
も

十
分
な
処
置
が
見
込
め
な
い

場
合
に
は
、
行
政
代
執
行
に
従
い

伐
採
、
解
体
等
を
代
執
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

①
助
言
ま
た
は
指
導

所
有
者
等
が
自
ら
の
意
思

に
よ
る
改
善
を
促
す
措
置

代
執
行
に
要
し
た
費
用
は
、

所
有
者
等
か
ら
徴
収
し
ま
す
。

②
勧
告

助
言
ま
た
は
指
導
を
し
た

が
改
善
が
認
め
ら
れ
な
い

時
に
は
、
必
要
な
措
置
を

と
る
こ
と
を
勧
告

※

「
勧
告
」
の
対
象
と
な
っ
た

「
特
定
空
家
等
」
に
係
る
土
地
は
、

固
定
資
産
税
の
住
宅
用
地
の
特
例

の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
ま
す
。

③
命
令

正
当
な
理
由
な
く
、
勧
告
に

係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た

場
合
、
勧
告
に
係
る
措
置
を

と
る
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

※

命
令
に
違
反
し
た
者
は
、

50
万
円
以
下
の
過
料
が
科
せ
ら

れ
ま
す
。
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